






現道※道路中心線

４m４m

この部分における建築物や
工作物の設置を制限します
この部分における建築物や
工作物の設置を制限します

２m２m

道路中心線

3m3m3m3m

この部分における建築物や
工作物の設置を制限します
この部分における建築物や
工作物の設置を制限します

壁面の位置 壁面の位置

壁面の位置

（※）建築基準法第 42 条第 2項に基づき特定行政庁が指定した道路

現道中心から 4.0m 以上

道路中心から 3.0ｍ以上

隣地境界線から 5.0m 以上

壁面の位置の制限

４　　南北道路と主要区画道路が交わる角敷地においては、 建築物の外壁等の面は、
道路境界線の交点を頂点とする長さ５ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる
線を越えてはならない。

５　　南北道路と区画道路が交差する角敷地および主要区画道路または区画道路と公道
が交差する角敷地 （隅角が 120 度以上の場合を除く。） においては、 建築物の外
壁等の面の位置は、 道路境界線の交点を頂点とする長さ３ｍの底辺を有する二等辺
三角形の底辺となる線を越えてはならない。

６　　４および５を除き、 道路が交わる角敷地 （隅角が 120 度以上の場合を除く。） に
おいては、 建築物の外壁等の面の位置は、 道路境界線の交点を頂点とする長さ２ｍ
の底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えてはならない。この地図は、東京都の承認を受けて、東京都縮尺2500 分の1 地形図および都市施設情報を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。

（承認番号）3 都市基交著第17 号、令和3 年4 月30 日，3 都市基街都第19 号、令和3 年4 月21 日 
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計　画　図計　画　図

壁面の位置の制限のイメージ壁面の位置の制限のイメージ

壁面の位置の制限 １号

壁面の位置の制限 ２号

区画道路８号の一部

区画道路１号～７号、 ８号の一部
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